
基
準
日
（
平
成
28
年
１
月
１
日
）
に
お

い
て
、
安
芸
高
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
お
り
、
平
成
28
年
度
分
の
市

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
に
は
、
対

象
者
１
人
に
つ
き
一
万
五
千
円
の
臨
時
福

祉
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
ご
自
身
を
扶
養
さ
れ
て
い
る

方
が
課
税
さ
れ
る
場
合
や
、
ご
自
身
が
生

活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て
い
る

場
合
な
ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

申
請
書
は
、
対
象
世
帯
の
代
表
者
宛
に

市
税
務
課
を
通
し
て
２
月
28
日
に
発
送
し

て
い
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
返
信
用
封

筒
に
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
の
受
付
期
限
は
６
月
１
日
ま
で
で

す
。
受
付
期
間
を
過
ぎ
る
と
給
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
期
限
内
に

申
請
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
42

－

５
６
２
６

３
月
15
日
（
水
）、
㈲
国
司
衛
生
興
業
、

㈱
高
田
環
境
、
㈲
日
之
丸
衛
生
社
及
び
広

島
県
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
と
安
芸
高

田
市
は
「
安
芸
高
田
市
の
災
害
時
に
お
け

る
し
尿
収
集
運
搬
等
に
関
す
る
協
定
」
を

締
結
し
ま
し
た
。

こ
の
協
定
は
、
災
害
時
に
お
け
る
し
尿

及
び
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
運
搬
や
、
下
水

道
関
連
施
設
の
緊
急
対
応
、
応
急
復
旧
な

ど
の
業
務
に
つ
い
て
市
内
を
業
務
エ
リ
ア

と
す
る
事
業
者
と
連
携
し
、
災
害
支
援
体

制
を
確
立
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
協
定
締
結
に
よ
り
、
地
震
や
風
水

害
な
ど
で
大
規
模
な
被
害
が
発
生
し
た
と

き
に
、
避
難
所
等
で
の
生
活
衛
生
環
境
の

確
保
が
で
き
、
災
害
時
の
市
民
生
活
の
安

定
を
図
り
ま
す
。

裁
判
所
で
は
、
5
月
3
日
の
憲
法
記
念

日
を
中
心
と
し
た
5
月
1
日
か
ら
7
日
ま

で
を
憲
法
週
間
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
憲
法
の
精
神
や
司
法
の
役
割
を
国
民
の

皆
さ
ん
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
す
。

全
国
各
地
の
裁
判
所
で
は
、
例
年
こ
の

時
期
に
、
法
廷
等
見
学
ツ
ア
ー
や
各
種
説

明
会
な
ど
の
憲
法
週
間
行
事
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
加
い
た
だ
き
、
裁

判
所
を
よ
り
身
近
に
感
じ
、
裁
判
所
や
裁

判
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

各
種
行
事
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
ウ
エ

ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w
.courts.go.jp/

の
各
地
の
裁
判
所
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
各
裁
判
所
の
総
務
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
広
島
地
方
裁
判
所
見
学
の
ご
案
内

広
島
地
方
裁
判
所
で
は
、
10
名
以
上
の

団
体
を
対
象
に
、
裁
判
所
の
説
明
、
法
廷

見
学
や
裁
判
傍
聴
な
ど
を
内
容
と
し
た
裁

判
所
見
学
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
広
島
地

方
裁
判
所
総
務
課
広
報
係
（
☎
０
８
２

－

２
２
８

－

０
４
３
０
）
ま
で
お
気
軽
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
裁
判

所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
. 

安
芸
高
田
市
で
は
平
成
29
年
4
月
よ
り

若
者
定
住
促
進
の
取
り
組
み
と
し
て
、
安

芸
高
田
市
の
奨
学
金
を
利
用
し
て
い
た
方

に
対
し
て
、
安
芸
高
田
市
に
居
住
し
て
い

る
場
合
、
市
内
に
居
住
し
て
い
る
期
間
の

奨
学
金
返
還
額（
規
則
で
定
め
た
分
納
額
）

を
免
除
す
る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

        

安
芸
高
田
市
の
奨
学
金
を
利
用
し
、
そ

の
貸
付
金
の
返
還
が
開
始
す
る
、
又
は
返

還
中
の
方

・
安
芸
高
田
市
内
へ
居
住
し
て
い
る
こ
と

・
返
還
免
除
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
奨
学

金
返
還
金
が
未
納
で
な
い
こ
と

・
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

　
　
　

安
芸
高
田
市
内
へ
居
住
す
る
期
間

※

「
安
芸
高
田
市
奨
学
金
」
の
み
が
対
象

で
す
。

courts.go.jp/hiroshim
a/

）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

今
年
度
も
引
き
続
き
、
原
子
爆
弾
投
下

直
後
に
降
っ
た
黒
い
雨
に
よ
り
、
今
も
健

康
不
安
を
抱
え
る
人
に
対
す
る
相
談
支
援

事
業
を
行
い
ま
す
。

巡
回
相
談
（
保
健
師
相
談
か
ら
専
門
相

談
ま
で
を
一
括
し
て
行
う
）
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
予
約
が
必
要
で
す
の
で
、
予

約
締
切
日
ま
で
に
社
会
福
祉
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
健
師
相
談
は
、
市
役
所
健
康

長
寿
課
で
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）
の
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
ま
で

随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

※

巡
回
相
談
会
に
お
越
し
の
際
は
、
健
康

診
断
結
果
の
写
し
な
ど
、
ご
自
身
の
最

近
の
健
康
状
態
が
わ
か
る
も
の
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

公
共
交
通
機
関
や
介
護
タ
ク
シ
ー
等
を

利
用
し
て
４
０
０
円
以
上
の
交
通
費
を
負

担
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
交
通
費
の
助
成

が
あ
り
ま
す
。（
事
後
払
い
）

３
月
27
日
（
月
）、
広
島
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

協
会
広
島
北
地
区
協
議
会
と
安
芸
高
田
市

は
「
災
害
時
に
お
け
る
物
資
の
調
達
に
関

す
る
協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

こ
の
協
定
は
、
災
害
時
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
や
関
連
器
具
（
炊
き
出
し
用
コ
ン
ロ

な
ど
）
の
供
給
を
よ
り
迅
速
に
実
施
で
き

る
よ
う
、
市
内
を
業
務
エ
リ
ア
と
す
る
Ｌ

Ｐ
ガ
ス
事
業
者
の
団
体
と
連
携
し
、
災
害

支
援
体
制
を
確
立
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
協
定
締
結
に
よ
り
、
地
震
や
風
水

害
な
ど
で
大
規
模
な
被
害
が
発
生
し
た
と

き
に
避
難
所
等
で
生
活
を
維
持
し
て
い
く

た
め
の
熱
源
確
保
が
で
き
、
災
害
時
の
市

民
生
活
の
安
定
を
図
り
ま
す
。

市
で
は
JR
甲
立
駅
、
吉
田
口
駅
、
向
原

駅
周
辺
駐
車
場
の
利
用
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
各
駐
車
場
に
は
月
極
利
用
、
一
時
利

用
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
現
在
、
指
定
管

理
者
に
よ
り
管
理
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

月
極
駐
車
場
ご
利
用
の
際
は
、
次
の
申

込
み
先
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

●
JR
甲
立
駅
駐
車
場

株
式
会
社
　
こ
う
だ
二
一

☎
45

－

５
３
１
０

●
JR
吉
田
口
駅
駐
車
場

小
原
地
域
振
興
会
（
駐
車
場
窓
口
）

☎
０
９
０

－

２
２
９
４

－

２
２
３
４

●
JR
向
原
駅
駐
車
場

安
芸
高
田
市
商
工
会

利
用
受
付
は
「
ふ
る
さ
と
ネ
ッ
ト
や
す

ら
ぎ
会
」
で
行
っ
て
い
ま
す
。

☎
46

－

３
９
８
７

・
月
極…

一
ヶ
月
　
３
，
２
０
０
円

・
一
時
利
用…

一
日
　
４
０
０
円

甲
立
駅
・
向
原
駅
は
発
券
機
を
ご
利
用

下
さ
い
。
吉
田
口
駅
は
料
金
箱
を
設
置
し

て
お
り
ま
す
。

社
会
福
祉
課

☎
42

－

５
６
１
５
　
　
42

－

２
１
３
０

上
下
水
道
課

☎
47

－

１
２
０
４
　
　
47

－

１
２
０
６

教
育
総
務
課

☎
42

－

０
０
４
９
　
　
42

－

４
３
９
６

社
会
福
祉
課

☎
42

－

５
６
１
５
　
　
42

－

２
１
３
０

健
康
長
寿
課

☎
42

－

５
６
３
３
　
　
47

－

１
２
８
２

危
機
管
理
課

☎
42

－

５
６
２
５
　
　
42

－

４
３
７
６

管
理
課

☎
47

－

１
２
０
１
　
　
47

－

１
２
０
６

広
島
地
方
裁
判
所
総
務
課
広
報
係

☎
０
８
２

－
２
２
８

－

０
４
３
０

JR
芸
備
線
周
辺
の

市
営
駐
車
場
の
ご
案
内

安
芸
高
田
市
奨
学
金

返
還
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

災
害
時
に
お
け
る
し
尿
収
集
運
搬
等

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
に
調
印

臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

5
月
1
日
〜
7
日
は

憲
法
週
間

災
害
時
に
お
け
る
物
資
の
調
達

に
関
す
る
協
定
に
調
印

黒
い
雨
体
験
者
相
談
・
支
援
事
業

巡
回
相
談
会

巡回相談日
5月 18日（木）
6月 08日（木）
6月 29日（木）
7月 20日（木）
8月 24日（木）
9月 14日（木）
10月 26日（木）
11月 16日（木）
12月 14日（木）
1月 11日（木）
2月 15日（木）

予約締切日
4月 27日（木）
5月 25日（木）
6月 15日（木）
7月 06日（木）
8月 10日（木）
8月 31日（木）
10月 12日（木）
11月 02日（木）
11月 30日（木）
12月 21日（木）
2月 01日（木）

場所
安佐北区総合福祉センター（ 広島市安佐北区）
安佐南区総合福祉センター（ 広島市安佐南区）
豊平保健福祉総合センターそよかぜ（ 北広島町）
湯来南公民館（ 広島市佐伯区）
安佐公民館（ 広島市安佐北区）
安公民館（ 広島市安佐南区）
川・森・文化・交流センター（ 安芸太田町）
佐伯区役所別館（ 広島市佐伯区）
安佐北区総合福祉センター（ 広島市安佐北区）
安佐南区総合福祉センター（ 広島市安佐南区）
安芸区総合福祉センター（ 広島市安芸区）

料
金

対
象
者

免
除
要
件

免
除
期
間
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